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ライト坂におけるフェード現象を原因とする事故及び対策について

〇対策位置図

過去のフェード現象事故 (※令和 2年以降 )

・山手小～開森橋交差点までのガードレールを高速道路仕様に変更する。
　（下図の赤線分）
・側溝蓋の設置を先行し、ガードレールの変更は令和６年秋ごろ完成を目指す。

・フットブレーキの過使用によりブレーキが効かなくなる現象。
・車体重量が大きい貨物車のブレーキは、制動力の大きいドラ
ム式が一般的に採用されている。

・フェード現象は、制動中に生じる摩擦熱とせん断力によりラ
イニング材料に含まれる樹脂が液状に分解されドラムとライ
ニング間の摩擦係数が低下することで、ブレーキが制動でき
なくなる現象。

・ドラム式ブレーキは摩擦部分が外気に触れておらず冷却され
にくいため、ディスクブレーキに比べてフェード現象が発生
しやすい。

・フェード現象を防止するには、エンジンブレーキや排気ブレー
キなどの補助ブレーキを併用し、フットブレーキの使用頻度
を下げる必要がある。

〇これまでの事故の概要 〇フェード現象とは？

〇ライト坂の側溝蓋、ガードレール変更について

※大型貨物…総重量 11t 以上または最大積載量 6.5t 以上

中型貨物…総重量 7.5t 以上 11t 未満または最大積載量 4.5t 以上 6.5t 未満

準中型貨物…総重量 3.5t 以上 7.5t 未満または最大積載量 2.0t 以上 4.5t 未満

 

〇現時点で考えられる対策案

ガードレール変更箇所平面図

事故発生日 車種※ 最大積載量 事故場所

令和2年4月8日

２ ３

出典：地理院地図

令和3年8月24日

令和3年10月16日

今和4年2月26日

令和4年7月7日

令和5年5月12日

令和5年6月14日

準中型貨物

大型貨物

準中型貨物

普通乗用
（キャンピングカー）
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―
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―
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7,965kg
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ライト坂

ライト坂

ライト坂
(開森橋交差点)

ライト坂

１

２

３

４

５

６

７

・令和 2年～ 5年にかけてライト坂で 7件の事故が発生し
ている。

・事故の原因は「フェード現象」

ブレーキ構造図
（出典：曙ブレーキ工業㈱HP)

２ 整備

３ ﾁｬﾚﾝｼﾞ

項目
交通安全対策(素案)

１ 啓発
③啓発ビラ配布(トラック協会、建設業協会) (2,800枚)  
④運転免許証更新時に注意喚起（一般運転者、違反運転者）
⑤広報誌に掲載

①啓発ビラ配布(奥池地区での施工業者)
②啓発ビラの定期配布（交通安全運動等）

⑥注意喚起看板の設置 (10基)
⑦路面表示（低速ギア） (7箇所)
⑧段差舗装 (3箇所)

⑨ガードレールの強度アップ (L=400ｍ)
⑩市道でガードレール設置 (L=10m)

⑪歩道脇の側溝蓋掛け(ヨドコウ迎賓館隣接L=200m)

(２)広域への働きかけ

(１)地域への働きかけ

(３)車両への注意喚起

(４)歩行者の防護

(５)歩道幅の確保

(６)デジタル技術活用など新たな取り組み

→ 済 (R5.7)
→ 済 (R5.8～）
→ 実施可能

→ 済 (R5.7～)
→ 済 (R5.7、R5.9)

→ 済 (R5.7～R5.9)
→ 済 (R5.7)
→ 済 (R5.9)

→ 実施予定 (R6.秋完成)
→ 済 (R5.8)

→ 実施予定 (R6.3完成)

⑯住民と連携した啓発ビラの作成・配布
⑰通学児童の見守り活動

(７)地域住民との連携

⑫ビッグデータで速度、ブレーキ使用箇所等を確認し、看板必要箇所等を抽出
⑬道路情報板・音声でエンジンブレーキの働きかけ
⑭ブレーキ温度低下のため、信号停止率を増やす信号現示調整
⑮ブレーキ温度観測し、ドライバーへ注意喚起
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